　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年４月　　日
　山形村長　


入札公告


　下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）167条の6の規定により公告します。

工事の概要
　１．工 事 名　　　令和８年度松くい虫被害対策緊急伐倒処理工事（本対策その１）
　２．工事箇所　　　山形村上竹田地区
　３．工事概要　　　松くい虫被害木の伐倒及び燻蒸処理（別添仕様書及び枯損木位
置図参照）処理量は65㎥を見込むが、現場の状況により相違が大きい場合は別途協議とする
４．完成期限　　　令和８年８月31日　
５．参加要件　　　・山形村に「競争入札参加資格審査申請書」の提出があり、　
審査確認が実施されている者
　　　　　　　　　・長野県内に本店を有していること
　　　　　　　　　・本工事と同種工事の実績がある者
６．入札日時及び場所　　令和８年５月１１日　午前10時00分
山形村役場大会議室
　７．開札日時及び場所　　令和８年５月１１日　入札後直ちに
山形村役場大会議室
　８．入札保証金　　　見積もる契約金額の100分の5以上の額を入札前に納めるものとするが、山形村財務規則第110条第1項各号のいずれかに該当する場合免除とする
　９．契約保証金　　　契約金額の100分の10以上の額とするが、山形村財務規則第124条第3項各号のいずれかに該当する場合免除とする
　10．前払の適用　　　なし
11．最低制限価格　　なし
[bookmark: _GoBack]12．資格の確認等　　参加を希望する者は、政令第167条の4第1項及び政令第167条の4第2項各号の規程による制限を受ける者でないこと並びに政令第167条の5第1項及び政令第167条の5の2の規定による資格を有する者であることを入札参加申込書により申し出ること。　　　　　　　　　　　　

（注意事項等）
　・第2回の入札をもってしても落札者がない時は、最終回の最低入札者と地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約とします。見積もりは2回を限度とします。
　・落札価格の決定にあたっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
　・質問がある場合、メール〔rinmu@vill.yamagata.nagano.jp〕もしくはファックス
　　〔0263-98-3078〕により令和8年5月1日（金）午後5時までに質問状を提出すること。質問状の様式は任意とする。
